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令和２年９月橋本市議会定例会会議録（第４号）その７ 

令和２年９月10日（木） 

                                         

 日程第35 議案第19号 令和２年度橋本市

一般会計補正予算（第10号）について から、

日程第37 議案第21号 物品購入契約の締

結について までの３件 

○議長（土井裕美子君）日程第35 議案第19号 

令和２年度橋本市一般会計補正予算（第10号）

について から、日程第37 議案第21号 物品

購入契約の締結について までの３件を一括

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）本日、追加提案させてい

ただきました議案についてご説明申し上げま

す。 

 まず、議案第19号は、令和２年度橋本市一般

会計補正予算（第10号）でございます。 

 早急に学校ＩＣＴ化を進めるため、学校にお

ける使用マニュアルの作成や、端末の操作方法

の周知などを支援するＧＩＧＡスクールサポ

ーターを配置するための委託料、536万8,000円

を予算計上いたしました。 

 次に、議案第20号 令和２年度橋本市水道事

業会計補正予算（第２号）は、橋本市浄水場運

転管理業務委託に係る債務負担行為の期間を、

令和２年度から令和19年度までと定めていま

したが、事業スケジュールが変更となったため、

令和２年度から令和20年度までに改めるもの

でございます。 

 続きまして、議案第21号は、物品購入契約の

締結についてでございます。 

 これは、和歌山県市町村教育情報化推進協議

会において、ＧＩＧＡスクール用コンピュータ

の共同調達が実施され、伊都地方で導入される

機器及び調達業者が決定したことに伴い、本市

の必要数を購入するため、和歌山電工株式会社

和歌山営業所と物品購入契約を締結するもの

でございます。 

 以上、議案３件についてご説明申し上げまし

た。議員各位にはよろしくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（土井裕美子君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより議案第19号について質疑を行いま

す。全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）スクールサポーターの委

託ということで、具体的に何人を予定されてお

るのか。また、委託先をどこかに決めていらっ

しゃるのか。その点をお伺いします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、委託先につき

ましては、これから調達を行っていくというこ

とでございます。配置の予定なんですけども、

一応準備期間としまして、もし仮にこれを採択

いただければ、準備期間としては１月４日から

１月22日ということで、この間にマニュアルを

作成していただこうと考えてございます。その

後、１月25日から３月19日の38日間に、各小・

中学校19校にサポーターを配置したいと。サポ

ーターについては、人の数については２名でご

ざいます。38日間２名ということで76人日、実

際入っていただく形になります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）その点、２名でいけると

いうことであれば、また先生方にもしっかりそ

の辺りも伝えていただければと思うんですが、

それに伴って、そうしましたら、いわゆるＷｉ
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－Ｆｉ環境であるとか、端末の調達とかいう形

の部分も、そこまでには既に調達ができる見通

しが立っているということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、端末につきま

しては、この後、議案第21号のほうでまたご審

議を頂くわけなんですけども、一応、調達のほ

うは一旦、このような形の提案になってござい

ます。まず導入業者は、提案させていただいて

あるとおりでございます。これはあくまで端末

だけですので、それに伴って、これまで各臨時

議会または専決でさせていただいた分も含め

てなんですけれども、予算措置をさせていただ

きました。 

 まず端末につきましては、学校ですぐ使用で

きるように初期設定というのがございます。こ

の初期設定と、それから、有害サイトへのアク

セスを制限するウェブフィルタリング、この調

達をこれから進めまして、12月中には終えたい

と考えてございます。ですので、端末がこの後

の議案でのご提案ですけども、10月30日までに

納入を頂いて、その後、11月、12月で設定作業

を行って、１月から学校で使っていただけるよ

うに準備を進めているところです。 

 一方、受け入れる側の学校でのネットワーク

環境の工事も、８月下旬から本格的に各学校に

工事のほう、順次入っていっておりますので、

これについても何とか12月中に終えて、１月か

ら学校での環境、それから端末での環境が整う

ように準備を進めておるところでございます。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）21号にも触れるんですけ

ど、ご了承いただきたいと思います。こっちの

契約に関しては、ダイナブックという品番とか

を聞いとるんで、それは聞くあれと違うんです

けど、この機械を買うにあたって根本的なこと、

「これは子どもたちに必要だから、市長、これ、

欲しいんで」ということで市長が了解して議案

に上げてきとるということで、それは承知して、

私自身は100％賛成するものなんですけど、こ

の間からの自分の一般質問と重ねて、もう一回

きれいに自分の中で整理するためにお伺いし

て申し訳ないんですけど、ＩＣＴ化を進める理

由というのを、これは教育委員会として、でき

れば教育長にお答えいただきたいんですけど、

理念の部分ですわ。ＩＣＴがよそやっとるさか

いするんでではなくて、ＩＣＴ化をする理念を、

一度教育委員会で、思いを聞きたい。 

 それと、これをすることで子どもたちにどん

なメリットがあるんかということを、もう一回

ちゃんと教えていただきたい。お願いいたしま

す。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。ＩＣＴ

化のメリットというのは、やっぱり情報収集能

力を高めるということであろうかと思ってい

ます。子どもたち一人ひとりがこれから情報化

の時代の中で、収集能力をどれだけ高めるか、

そのツールとしてのタブレットがあるという

ふうに考えています。子どもたちにとって将来、

これは鉛筆であり消しゴムであり、普通の生活

の中で使っていくものになれるように指導し

ていきたいと思っていますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがたい答弁でした。

ありがとうございます。そこまでの基本的理念

は、やっぱりどの教育委員会も日本中同じやと

思うんです。生活の一つになってくるものなの

で、子どもたちにこれをやっぱりなかったらあ

かんということで、市長部局も同じ思いで来と

ると思うんですけど、やっぱりこれだけの高額

なものを与えるということは、もうちょっと物

の価値観であったりとか、これをしたことで、

知・徳・体のどの部分に当たるかも分からない
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んですけれども、子どもたちがこれをすること

で他市に負けない、よそに負けない、日本の子

どもがこれを使うことでやっぱり世界でも渡

り合える土台というか、基礎をつくるんだとい

う理念だと僕は信じとるんですけども、そうい

ったことでこういう最新の機械を入れること

で、ノルマみたいに聞こえたらおわびするんで

すけど、向上していくための努力というのも、

やっぱりＧＩＧＡの職員というかこういうの

も配置しているし、教育委員会ではＧＩＧＡ専

門の職員も既に入れていると思うんです。だか

ら、やっぱり成果を出す努力、協議をしていた

だきたいということです。その点についてだけ、

一言頂きたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）まさにその形で取り組

んでいきたいと思いますし、私たち教育委員会

の中には、やっぱりＩＣＴについて堪能な職員

もいます。こういう形でサポーターの方に使用

マニュアルの作成であるとか、使用方法の周知

をしっかりしていただいて、学校現場の先生方

にも研修を積んでいただいて、子どもたちがこ

れが将来、本当に学習ツールとして自分のもの

としてなれるように、しっかりと研修と研究を

積み重ねて子どもたちに返していきたいと思

っていますので、ご理解いただいたらと思いま

す。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第19号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第19号 令和２年度橋本市一

般会計補正予算（第10号）について を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号について質疑を行います。

全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第20号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第20号 令和２年度橋本市水

道事業会計補正予算（第２号）について を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの
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で、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第21号について質疑を行います。 

 ４番 森下さん。 

○４番（森下伸吾君）すいません、度々。一点

だけ。これ、端末なのでハード、いわゆるＰＣ

代だとは思うんですが、そのほか、ＯＳやソフ

トはもちろん必要だと思うんで、その点に関し

てはどうなっているのか教えてください。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、ＯＳなんです

けども、今回はウィンドウズ10となります。こ

れにつきましては、共同調達ということで紀北

エリアのほうでまず協議を始めました。対象と

なったのが、岩出市、紀の川市、それから、か

つらぎ町、九度山町、橋本市ということで、高

野町は単独で当初からされるというご方針で

ございました。その５市町で協議を進める中で、

紀の川市と岩出市については単独で調達をす

るということで、抜けられました。伊都のこの

３市町におきまして仕様を決めていったわけ

なんですけども、その段階でウィンドウズ10を

今回はＯＳとさせていただいたということで

ございます。 

 あと、細かな機能もいろいろついているんで

すけども、肝心なソフトということで、今回、

オンライン授業であったり、遠隔授業であった

り、遠隔地との交流等を進めていくということ

で、チームズというソフトを導入をしてござい

ます。ですので、先ほどの関連もするんですけ

ども、そういう新たなオンラインで使える遠隔

地または遠隔授業のできる、交流のできるソフ

トをまずは先生方に学んでいただくというこ

とでのマニュアルと、先生方への講習、そして

子どもたちにそれを実際使っての授業の支援、

そして教材にも生かしていくような形で、トー

タル的に今回の端末の購入と、先ほどご承認い

ただきましたサポーターの授業を活用して、有

効に来年４月から何とか授業で本格的に使え

るような準備を進めていきたいということで

ございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となっており

ます議案第21号については、委員会の付託を省

略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第21号 物品購入契約の締結

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

○議長（土井裕美子君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 お諮りいたします。 

 明９月11日から17日までの７日間は委員会

審査等のため休会とし、９月18日午前９時30分

から会議を開くことにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 
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（午前11時35分 散会） 

                                          

 


